
「かなざわ子育て夢プラン 2015（仮称）」骨子案 

●この計画は、次世代育成支援対策推進法に定める金沢市の市町村行動計画にあたります。 

 また、母子保健法に定める金沢市の母子保健計画を含みます。 

●現在、地域の実情や市民ニーズ等を鑑みつつ、子ども子育て支援新制度に基づく子ども・子育て支援事業との連携

を図りながら、「かなざわ子育て夢プラン 2010」の見直しを行っています。 

●「かなざわ子育て夢プラン 2015（仮称）」は、基本理念の実現のため、親子の成長はもちろん、「家族」や「地域

社会」などの育児環境に配慮し、金沢市に生まれ育つことを誇りに思う人を「未来」につなげていく計画として策

定します。 
 

計画の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、3つの項目を基本的視点とし、5つの基本方針に基づく施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、推進にあたっては次の点に留意していきます。 

子どもの幸せを第一とする！ 

いろいろな価値観と生き方を認め合う！ 

基本理念 

みんなで育む 子どもの笑顔 子育ての喜びが実感できるまち金沢 

基本方針 
親子が心豊かに向き合えるまちへ      【子育て力】 
仕事と生活が調和するまちへ        【く ら し】 
子どもの育ちを支え、若者が自立できるまちへ【次 世 代】 
子どもと家族が健康に暮らせるまちへ    【保    健】 
子どもが安全に安心して生活できるまちへ  【環    境】 

基本的視点 
かけがえのない子育ての時間を親子が共に心豊かに過ごせる環境づくり 

限られた子育ての期間を通して親子がお互いに喜び、成長できる体制づくり 
未来の親となる若い世代が子育てに夢と希望を持てる社会づくり 

基本施策 

視点１ かけがえのない子育ての時間を親子が共に心豊かに過ごせる環境づくり 

子育ての期間は、大変でもその時しかない、かけがえのない親子の時間であるということを再認識しなが

ら、子育てに向き合っていける環境を目指していきます。 

視点２ 限られた子育ての期間を通して親子がお互いに喜び、成長できる体制づくり 

金沢の暮らしを支えてきた住民相互の高い連帯意識や公私協働の土壌、市民による自発的な子育て支援に

関する取り組みなどを有効に活用し、有機的につなげながら、家族や地域、社会全体が子どもの成長と親の

成長を喜ばしく見守ることができる体制を目指していきます。 

視点３ 未来の親となる若い世代が子育てに夢と希望を持てる社会づくり 

生命誕生から成長の課程における環境や資源、資金などはすべて有限であることを自覚するとともに、家

族の絆や金沢の子育て文化を未来へつなげていくことの大切さを実感しながら、若い世代が子育てに夢と希

望を持てる社会を目指していきます。 

資料１ 



取り組み姿勢のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針に基づく施策の展開 

基本方針 施策の展開 

親子が心豊かに向き合えるまちへ 
【子育て力】 

①子育てに対する意識の醸成 

②地域の子育て支援機能の整備・充実 

③子育てにかかわる人材育成 

④児童虐待防止体制の充実 

⑤特に配慮を必要とする家庭への支援の充実 

仕事と生活が調和するまちへ 
【く ら し】 

①ワーク・ライフ・バランスの促進 

②企業の自主的な取り組みへの支援 

③多様な働き方に応じた保育サービスの充実 

④緊急時等の一時的な子育て支援策の充実 

子どもの育ちを支え、 
若者が自立できるまちへ  

【次 世 代】 

①未来の親の育成（小中学校教育を含む） 

②若者の生活自立支援 

③若い世代の交流促進 

④先輩パパ・ママの経験活用促進（親のモラルを含む） 

子どもと家族が 健康に暮らせるまちへ  
【保   健】 

①妊娠-出産-育児の切れ目ない支援ができる地域づくりの推進 

②思春期の保健対策の強化と健康教育の推進 

③小児医療体制の充実 

④発達に遅れや障害のある子どもへの支援 

子どもが安全に安心して生活できるまちへ 
【環   境】 

①子育てに優しいまちの拡充 

②良質な住宅の確保と住環境の整備 

③子どもの安全の確保 

④子育て情報のネットワーク化の推進（危険情報防止含む） 

⑤経済的な支援の充実 

 

重点的な取り組み 
パパ・ママの子育て仲間づくり 

未来を担う親育ち支援 
 

※事業主だけでなく、職場の一人ひとり、保護者自身
も役割を担うこととします。 

※町会、市民グループ、NPO、公民館、地区児童館、大学、 
ボランティア団体、民生委員児童委員、社会福祉協議会等 

地 域 

子育て家庭を取り巻く近隣住民をはじめ、地
区の住民活動拠点、地区をまたがる市民活動
などを指します。 

職 場 

保護者が勤めている企業をはじめ、子育て家
庭の生活全般にかかわる業種の企業を指し
ます。 

幼稚園・保育所・認定こども園・学校等 

幼稚園、保育所や認定こども園、学校をはじ
め、放課後児童クラブなどの教育・保育サー
ビスの提供主体を指します。 

行 政 

金沢市の子育て支援にかかわるすべての関
係課を指します。県や国との連携を図りなが
ら、取り組みを進めます。 

家庭・子ども・若者  

子どもを持ちたい・子どものいるすべての 
家庭を指します。 
また、家庭は、子どもを育てる第一義的な役
割を担うものとします。 


